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業務の適正を確保するための体制 
 

当社は、創業の精神（社訓）をグループ経営の原点と位置づけ、企業理念、経営姿勢、グループ行動規範及び

グループ経営規定を制定し、当社のグループ経営、コンプライアンス及び環境保全についての基本理念と行動指

針を定めて当社及び子会社に展開します。これを踏まえて、当社が業務の適正を確保するための体制の整備に関

して、取締役会において決議した基本方針は、次のとおりです。 

 

１．当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款適合性を確保するための体制 

（1） 当社は、法令の趣旨や社会の要請、企業倫理に基づいて公正な経営を目指し、良識と責任ある行動をと

るため、コンプライアンスの基本理念と行動指針を宣言するとともに、その具体的内容を明確にした社

内規定を定めます。 

（2） 当社は、利害関係のない独立した社外取締役（以下「独立社外取締役」といいます。）の候補者を選定し

ます。そして、独立社外取締役が出席する取締役会において経営の方針や重要事項を審議・決定し、また

各取締役の職務執行状況の監督を行うため、当社取締役会規則に決議事項及び報告事項の具体的内容・

基準を明確に定めるとともに、このような審議・決定及び監督を行うための能力・資質を有した者が取締

役として株主総会で選任されるよう取締役候補者の選任基準を設定します。 

（3） 当社は、取締役会決議及び執行役員会決議の適法性を担保するため、上程される議案の適法性に関する

確認制度を整備します。 

（4） 当社は、健全な企業風土を醸成するため、役員及び従業員に対してコンプライアンス教育を実施します。 

（5） 当社は、子会社の取締役及び従業員の職務の執行の法令及び定款適合性を確保するために、子会社の経

営に関する指導・管理を行う制度を整備します。また、子会社の状況等に応じてコンプライアンスに関す

る体制の構築とその活動を支援します。 

    

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理及び当社子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社

への報告に関する体制 

(1) 当社は、文書管理の基本事項を社内規定に定め、取締役の職務執行に係る情報を適切に記録し、保存管理

します。 

(2) 当社は、当社子会社の取締役等の職務執行に関する当社への報告に関し、各社の役割・機能等を踏まえた

報告制度を整備します。 

 

３．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 当社は、グループ全体のリスクの統括的管理及び情報の共有化を図るため、リスク管理に関する社内規

定を定め、種々のリスクに関する管理・報告の体制を整備します。 

(2) 当社は、子会社に関連する一定のリスクについて当社への事前協議及び報告体制を整備します。また、

子会社に対して当社のリスク管理に関する規定に準拠して各社で体制を整備させるとともに、その状況

に応じて必要となる支援を行います。 



 

４．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 当社は、取締役会の重要な業務執行の一部を取締役に委任し、取締役から権限を委譲された執行役員が、

業務執行を効率的かつ迅速に行います。また、執行職が、執行役員からの委任・権限委譲の下、特定の業

務領域における業務執行を効率的かつ迅速に行います。職務の執行状況については、取締役及び執行役

員が取締役会及び執行役員会に報告を行うことにより、経営が効率的に行われる体制を構築します。 

(2) 当社は、取締役会において中期経営計画、執行役員会において短期経営計画を審議・決定し、取締役及び

執行役員は、その計画に定める目標達成のため行動するとともに、進捗状況を取締役会において報告し

ます。 

(3) 当社は、グループ全体の基本方針・戦略に基づいて、子会社の運営管理上の区分を定め、これらを踏まえ

た効率的な業務執行を確保するための体制を構築します。また、子会社である各社の状況等に応じて経

営・業務の指導及び業績の管理を行う制度を整備します。 

 

５．当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制 

(1) 当社は、グループのコンプライアンスに関する基本理念と行動指針を定めて当社及び当社子会社に展開

し、グループにおける共通の価値観としてこれを共有します。 

(2) 当社は、グループ内における取引の価格について、適正な基準を設定します。 

(3) 当社は、企業倫理や社内規定及び法令に係る違反の防止、早期発見及びその是正を図るため、当社及び

当社子会社において内部通報制度（倫理ホットライン）（以下「倫理ホットライン」といいます。）を整備

し、通報窓口を定期的に周知します。 

(4) 当社の内部監査部門は、当社及び当社子会社の経営・事業に係る活動全般について監査を行い、内部監

査の結果を取締役会並びに監査等委員会及び会計監査人に報告します。 

(5) 当社の監査等委員会は、当社子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けます。 

 

６．監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項 

当社は、監査等委員会の職務を補助する部署を設け、専任のスタッフ（以下「監査等委員会補助スタッフ」と

いいます。）を配置します。 

 

７．当社の監査等委員会補助スタッフの取締役からの独立性及び当該補助スタッフに対する指示の実効性の確保

に関する事項 

(1) 監査等委員会補助スタッフは、他の職務を兼任せず、専ら当社監査等委員会の指揮命令に従うものとしま

す。 

(2) 当社は、監査等委員会の同意等の下において監査等委員会補助スタッフの人事異動及び人事考課を実施し

ます。 

 

８．当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制 

(1) 当社は、取締役会にて決議すべき議案、会社経営に著しい影響を及ぼす重要事項、及び重大な内部不正行

為について、取締役及び執行役員等が監査等委員会へ報告を行います。 

(2) 当社は、重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項について、従業員が倫理



ホットラインの窓口等への通報を通じて、直接又は間接的に監査等委員会に報告できる体制を整備しま

す。 

 

9．当社子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告を

するための体制 

(1) 当社は、当社子会社の取締役会にて決議すべき議案、会社経営に著しい影響を及ぼす重要事項、及び重大

な内部不正行為について、当該子会社の取締役・監査役等が直接、又は当社の担当取締役等を通して当社

の監査等委員会に報告する体制を整備します。 

(2) 当社は、子会社の従業員が倫理ホットラインの窓口等への通報を通じて直接又は間接的に当社の監査等委

員会に報告できる体制を整備します。 

 

10．監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等が監査等委員会に対して報告・通報したことを理

由とした不利益な取扱いを社内規定等によって禁止します。 

 

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制 

(1) 監査等委員は、経営計画会議等の重要な社内会議に出席するなど、取締役、執行役員や幹部従業員と定期

及び随時に会合を行うこととします。 

(2) 監査等委員会は、監査の実施上必要な場合には、内部監査部門の監査に加え、監査等委員会の決議により

外部の専門家を使用できることとします。 

(3) 監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を図るために、定期及び随時に会合を行うこ

ととします。 

 

12．（附則） 

制 定 2006 年 3 月 24 日 

第１回改訂 2015 年 4 月 24 日 

第２回改訂 2016 年 6 月 23 日 

第３回改訂 2019 年 1 月１日 

第４回改訂 2020 年 10 月１日 

第５回改訂 2021 年 7 月 27 日 

第６回改訂 2022 年 4 月１日 

第７回改訂 2022 年 7 月 1 日 

第８回改訂 2024 年 7 月 1 日 

第 9 回改訂 2025 年 4 月 1 日 


